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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月18日(2018.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　比Ｒ１は１０、比Ｒ２は７であった。
　〈実施例１２〉
　セルロース樹脂としてのヒドロキシプロピルセルロースに代えて、セラックを同量含有
させたこと以外は実施例１と同様にしてインクジェットインクを調製した。
　比Ｒ１は１０であった。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
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【表２】

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
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【表３】

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　実施例１、２の結果より、エステルガムとしては水素化ロジンエステルよりもロジンエ
ステルを使用するのが、特に連続印字性や間欠印字性の低下とそれによるドット抜けや欠
けの発生を防止する効果の点で好ましいことが判った。
　実施例１、３～７の結果より、シリコーンオイルとしては、印字の鮮明性を向上するた
めに、式(a)で表されるジメチルポリシロキサンが好ましいこと、当該ジメチルポリシロ
キサンを使用する場合はその２５℃での動粘度Ｋ〔ｍｍ２／ｓ〕、と含有量Ｗ１（質量％
）、ならびにグリセリン脂肪酸エステルの含有量Ｗ２（質量％）から、前述した式(1)で
求められる比Ｒ１が１以上、１００以下であるのが好ましいことが判った。
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